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はじめに 

民生・運輸部門のエネルギー消費量の増加を抑制すべく、平成 10 年のエネルギーの使用の合理化

等に関する法律（以下「省エネ法」という。）改正にてトップランナー制度が導入され、製造・輸入事業者に

対して目標年度に基準エネルギー消費効率（以下「目標基準値」という。）を達成することを求めるとともに、

エネルギー消費効率等の表示が義務化された。 

本制度の対象となる機器（以下「特定エネルギー消費機器」という。）については、エネルギー消費量が

多いものから順に要件に照らして検討が行われ、結果、制度創設から 20年近くを経た今、29品目にまで

拡大され、世帯あたり最終エネルギー消費量の約 7 割をカバーするに至っている。その目標基準値は、

特定エネルギー消費機器それぞれについて、エネルギー消費性能が最も優れているもののエネルギー

消費性能や技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとされている。 

 

本事業では、今後新たな目標基準値の設定を検討する必要のある特定エネルギー消費機器の最新

状況等を調査・分析し、次期目標基準値等の検討に必要な情報収集や整理、審議会資料案の作成等を

行った。具体的には、特定エネルギー消費機器のうち、業務用エアコンディショナー、電気便座、変圧器、

スイッチング機器を対象として、市場や省エネルギー技術の動向等の現状整理、次期トップランナー基準

策定に向けた対象範囲、区分、目標基準値等の検討に係る分析を行うとともに、判断基準ワーキンググ

ループにおいて基準策定に係る審議を行うため、論点整理、関係業界団体等との意見調整、資料作成

支援等を行った。 

また、トップランナー制度において家庭用エアコンに係る新たな目標基準値等が策定されたことを受け

て、小売事業者表示制度における家庭用エアコンの多段階評価基準の検討、改正された家庭用エアコ

ンの小売事業者表示制度に係る周知のための資料作成を行った。また、小売事業者表示制度に基づく

ラベリング制度の活用促進に向けて、小売事業者におけるラベリング制度の活用上の課題の把握を行っ

た。 
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1. トップランナー制度の見直しに向けた調査等 

1.1 業務用エアコンディショナー 

業務用エアコンディショナー（以下「業務用エアコン」という。）については、エアコンディショナー及び電

気温水機器判断基準ワーキンググループでは審議されておらず、基礎調査として、次期基準の検討に必

要となる情報収集が行われており、過年度業務においては、業務用エアコンの現状に係るワーキンググ

ループ資料案の一部を作成済である。本調査では、引き続き、業務用エアコンの現状に係る情報収集や

次期基準検討を見据えた論点整理として、業界団体へのヒアリングを実施した。 

 

1.1.1 目標基準値検討のため現状の整理 

目標基準値の策定に向けた検討に際して、製造事業者側の業界団体及び業務用エアコンの選定や

施工を行う建築側の業界団体に対して、業務用エアコンの現状についてヒアリング調査を実施した。具体

的には、設置環境ごとの製品ニーズ、機器選定プロセス、冷媒転換の取組、性能評価方法等に係る実情

を確認した。 

製造事業者からは、業務用エアコンの冷媒については「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化

に関する法律（以下「フロン排出抑制法」という。）」に基づく指定製品制度において低GWP化が求められ

ており、冷媒転換が順次進められていること、また屋根裏の狭小化が進んでおりエアコンの高さ（屋根裏

方向）方向の低背化と高効率化を両立する開発を進めていること等を確認した。 

建築側からは、主に製品コストで選定されていること、また足下の JIS 規格では測られていない経年劣

化に関する性能評価への関心もあること等を確認した。 

 

1.1.2 目標基準値の策定に向けた分析 

現状の整理を行っているところであり、目標基準値の策定に向けた分析には至っていない。 

 

1.1.3 審議会資料案等の作成 

1.1.1にて現状の整理を行っているところであり、審議会資料案の作成には至っていない。 
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1.2 電気便座 

電気便座については、現行基準の目標年度は２０１２年度、電気便座判断基準小委員会における最終

取りまとめは２００７年度であり、市場の実態は基準策定当時と異なる可能性がある。本調査では、電気便

座の現状に係る情報整理を実施した。 

 

1.2.1 目標基準値検討のため現状の整理 

（1） 出荷台数・エネルギー消費効率 

電気便座の 2017 年度における出荷台数を表 1-1 に示す。現行基準における区分別（暖房便座、温

水洗浄便座・貯湯式、温水洗浄便座・瞬間式）の出荷台数の内訳は、温水洗浄便座・貯湯式、温水洗浄

便座・瞬間式が中心であり、洗浄機能なしの暖房便座は僅かである。エネルギー消費効率については、

各区分とも、加重平均値は現行基準を達成しており、特に、瞬間式は基準達成率が高い。 

 

表 1-1 電気便座の区分別エネルギー消費効率改善状況及び出荷状況（2017 年度） 

 

出所）資源エネルギー庁「平成 30 年度省エネルギー政策立案のための調査事業（特定エネルギー消費機器における現状分析調

査事業）」より作成 

 

  

区分

出荷台数
加重平均
エネルギー
消費効率

基準エネル
ギー消費

効率

達成率
（出荷台数
加重平均）

出荷製品
の最高達

成率

出荷製品
の最低達

成率洗浄機能の有無 貯湯タンクの有無 区分名

暖房便座（洗浄機能無し） A 167,427 136 141 104% 140% 100%

温水洗浄便座（洗浄機能あり）
貯湯式（貯湯タンク有り） B 2,849,747 163 183 112% 136% 66%

瞬間式（貯湯タンク無し） C 955,754 91 135 148% 233% 81%
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（3） エネルギー消費効率の推移 

温水洗浄便座の年間消費電力量の平均値（省エネ性能カタログの単純平均値）とトップランナー値の

推移を図 1-2、図 1-3 に示す。瞬間式・貯湯式ともに、目標年度である 2012 年以降トップランナー値は

横ばいで推移している。また、貯湯式についてはトップランナー値が増加する年度も見られる。 

 

 

図 1-2 瞬間式温水洗浄便座の年間消費電力量の推移 

注）平均値は省エネ性能カタログの単純平均値 

出所）（一社）日本レストルーム工業会 

 

 

図 1-3 貯湯式温水洗浄便座の年間消費電力量の推移 

注）平均値は省エネ性能カタログの単純平均値 

出所）（一社）日本レストルーム工業会 
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（4） 省エネ技術及び機能 

電気便座における製品間の省エネ技術・機能の差を把握することを目的として、市場シェア上位企業

である TOTO 株式会社とパナソニック株式会社の二社について、電気便座の省エネ技術をカタログ情報

に基づき整理した。製品カタログから抽出された高効率機種に導入されている省エネ技術を下表に示す。

電気便座の省エネ技術は節電技術と便座部の放熱防止技術の二種類に大別され、多様な技術の導入

によりエネルギー消費効率の向上が図られている。 

 

表 1-2 電気便座の省エネ技術の分類と製品カタログ掲載省エネ技術名 

 

 

出所）「電気便座判断基準小委員会最終取りまとめ」（平成 23 年）別添 4、TOTO 製品カタログ（2022 年 6 月）、パナソニック製品カ

タログ(2022年 6 月)より作成 

 

1.2.2 目標基準値の策定に向けた分析 

1.2.1にて現状の整理を行っているところであり、目標基準値の策定に向けた分析には至っていない。 

 

1.2.3 審議会資料案等の作成 

1.2.1にて現状の整理を行っているところであり、審議会資料案の作成には至っていない。 

 

  

節
電
制
御

放
熱
防
止

⚫ タイマー節電タイマー制御による

低使用頻度時間帯の節電

⚫ 8時間切タイマー
⚫ 4・6・8時間切タイマー

⚫ 瞬間暖房便座
⚫ オート開閉

人体検知・便ふた閉検知

（不使用状態検知）による

節電

⚫ 瞬間暖房便座
⚫ 待機電力ゼロモード
⚫ ECONAVIモード
⚫ エコモード
⚫ 即暖便座

⚫ おまかせ節電
⚫ スーパーおまかせ節電

学習制御による

低使用頻度時間帯の節電

⚫ スマート暖房便座
⚫ スケジュール学習節電

⚫ ダブル保温便座便座部の放熱防止 ⚫ （カタログ記載無し）

⚫ （カタログ記載無し）
温水加熱部（貯湯タンク）

の放熱防止
⚫ （カタログ記載無し）

TOTO パナソニック
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３以上の巻線を有するもの 製品毎に巻線容量が指定され、一台で二次側に二種以上の電圧供給を行

う等特殊な用途に供する変圧器。標準品は二巻線であるため二次側におい

ても供給する電圧は一種のみとなるが、工場等において複数の電圧供給が

必要となる場合、三巻線以上の多巻線とする場合がある。 

※出荷台数（2020年度）28台（2009年度：84台） 

単相変圧器であって定格

容量が５ｋＶＡ以下のもの

又は５００ｋＶＡを超えるも

の 

小容量の製品は遮断器、保護継電器、保守照明等の制御用や電鉄信号用

等受配電用以外での用途を目的としたものが多く、大容量の製品は併せて

用いられる大電流遮断器の容量、電源に与える電圧変動等の制約より需要

が少ない。 

※出荷台数（2020年度） 5kVA以下 131台、500kVA超 10台（2009年度：

5kVA以下 119台、500kVA超 16台） 

三相変圧器であって定格

容量が１０ｋＶＡ以下のもの

又は２,０００ｋＶＡを超える

もの 

小容量の製品は負荷の軽微なモータ等の電源に用いられ、大容量の製品

は大型プラント等動力負荷の集中している箇所での電源としての用途が主

要。大電流遮断器等の制約により需要は少ない。 

※出荷台数（2020年度）10kVA以下 23台、2,000kVA超 95台（2009年度：

10kVA以下 83台、2,000kVA超 149台） 

樹脂製の絶縁材料を使用

する三相変圧器であって、

三相交流を単相交流及び

三相交流に変成するため

のもの 

灯動共用の小型キュービクル式受電設備用としては油入変圧器が主に使

用されており、価格の面からモールド変圧器の需要は少ない。 

※出荷台数（2020年度）20台（2009年度：44台） 

定格二次電圧が１００Ｖ未

満のもの又は６００Ｖを超え

るもの 

輸入製品等、国内で一般に用いられる電圧と異なる定格電圧にて動作する

機器用の電源に使用されるもの。 

※出荷台数（2020年度）237台（2009年度：212台） 

風冷式又は水冷式のもの 風冷式の変圧器については発電所、変電所及び特別高圧受配電用等に用

いられる大容量品が多く、2,000kVA未満の容量における需要は少ない。 

※出荷台数（2020年度）0台（2009年度：1台） 

水冷式の変圧器については電気炉で用いられる製品が主であり、高圧受配

電用としての需要は少ない。 

※出荷台数（2020年度）0台（2009年度：0台） 

出所）（一社）日本電機工業会 
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現行基準における変圧器の区分分けのイメージを図 1-6 に示す。現行のトップランナー制度における

変圧器の基準では、種別、相数、定格周波数、定格容量、標準品又は標準仕様状態で使用しないもの

（以下「準標準品」という。）の 5つの要素により区分が分けられており、それぞれの組み合わせにより全 24

区分に分かれている。 

 

 

図 1-6 現行基準における変圧器の区分 

 

現状基準のエネルギー消費効率は、「全損失（W）」を指標としており、無負荷損（W）及び負荷損（W）

を JIS C 4304及び JIS C 4306に定める方法により測定し、次の式から算出する。 

 

全損失(W) =無負荷損(W) + (
基準負荷率（%）

100
)

2

×定格容量に対する負荷損（W） 

 

ここで、各項は以下のとおりである。 

無負荷損 ：負荷電流に関係なく生じる電気的損失。 

負荷損 ：負荷をかけた時に生じる電気的損失。 

基準負荷率：定格容量に対する利用率。500kVA以下 40%、500kVA超過 50% 

 

なお、有効出力に対し損失は極めて小さく、効率（％）（=有効出力÷（有効出力＋損失））で評価すると

各機器の差が小数点以下になるため、エネルギー消費効率の差が把握しやすい全損失（W）を指標とし

て採用している。 

  

*1 「油入変圧器」とは、絶縁材料として絶縁油を使用するものをいう。
*2 「モールド変圧器」とは、樹脂製の絶縁材料を使用するものをいう。
*3 「準標準品」とは、容量、電圧等の仕様がJIS等で規定された仕様でない製品のことをいう。

各区分毎の基準エネルギー消費効率の目標基準値算定式に以下の数値を乗じた式として取り扱うものとする。
油入変圧器 1.10 モールド変圧器 1.05

×
油入変圧器

モールド変圧器

種別

単相
三相

相数

×
50Hz
60Hz

定格周波数

×
500kVA以下
500kVA超

定格容量

×
標準品

準標準品

標準品/
準標準品

区分分け理由

油入変圧器とモールド
変圧器は絶縁、冷却
媒体及び構造が大きく
異なるため

主な用途として、三相変圧器
はモータ等の動力用、単相変
圧器は電灯等の一般電気製
品による負荷用として使用さ
れ、巻線や鉄心等の構成が
異なるため

鉄心に使用する電磁鋼
板の素材特性や鉄心
素材使用量が異なり、
特性が変わるため

特高需要家と高圧需
要家により年間平均等
価負荷率が異なるため

準標準品の個別最適設
計はコスト高となるため、
準標準品はJIS標準品を
ベースに設計されることが
多く、特性が悪化するため
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（4） 出荷台数の推移 

出荷台数は、リーマンショックによるビル・工場着工の減少から 2010年度に減少したものの、2013年度

から 2015 年度には回復し、以降は横ばい傾向にある。出荷総容量についても出荷台数と同様、2010 年

度に減少後、回復傾向にある。 

 

 

図 1-7 変圧器の出荷台数及び総容量の推移 

出所）2009年度以前は(一社)日本電機工業会、2010 年度以降は生産動態統計より作成 
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表 1-9 に現行基準における区分ごとの目標基準値の算定式、基準制定時の効率改善想定、前回基

準値からの改善率を示す。 

 

表 1-9 変圧器の現行基準の目標基準算定式 

 

出所）(一社)日本電機工業会 
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図 1-17 スイッチ・ルーターの機器構成 
※L2 スイッチのうち現行基準の区分 C（Web 管理その他の管理機能を有するもの）、区分 D（管理機能を有しないもの）においては、CPU はスイッ

チング LSIに内蔵され、外付けでは具備しない場合が多い。 
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（2） 現行基準の概要 

現行基準では、スイッチのうちシャーシ型及び L3 スイッチは適用除外とされており（即ち規制対象は

ボックス型 L2 スイッチであり）、また下表に示すとおり、市場での使用割合が極度に小さい機種や特殊な

用途に使用される機種は除外されている。 

 

表 1-12 スイッチに係る現行基準の適用除外機器 

 
 

 

現行基準では、L2 スイッチの消費電力に影響を与える主な要因である、付加的な電子回路（CPU 等）

を用いて実現する管理機能の有無及びその種別、IPアドレス処理機能の有無に応じて、区分が設定され

ている。 

 

表 1-13 スイッチに係る現行基準の区分 

 
・管理機能：ネットワークの管理を行う者が、ネットワークを効率よく運用するため、ネットワークを構成する機器、通信状況等の情報を取得するため

の機能 

・SNMP機能：Simple Network Management Protocol の略であり、各ポート上で送受信されたパケット数、エラーパケット数、ポートの状態（up/down）、

及び CPU使用率、メモリ使用率などを監視するプロトコル 

・ＩＰフィルタリング機能：ＩＰアドレスを参照して特定のＩＰアドレスのフレームの転送をブロックする機能 
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L2 スイッチの基本的性能指標である中継性能との対比における機器の省エネルギーを図るという考え

方に基づき、最大実効伝送速度あたり消費電力をエネルギー消費効率の指標として、目標基準は設定さ

れている。具体的には、下図に示すとおり、通信回線の種類（回線速度：100Mbps、1Gbps、10Gbps）及び

その通信回線を具備する数（ポート数）、PoE（Power over Ethernet）機能の最大供給電力を変数に用い

た関係式によって現行基準の目標基準値は設定されている。 

 

 

図 1-18 スイッチに係る現行基準の目標基準値 

 

（3） エネルギー消費効率の測定方法に係る規格見直しの動向 

ボックス型 L2 スイッチのエネルギー消費効率の測定方法に係る規格として、「ルーティング機器及びス

イッチング機器のエネルギー消費効率の測定方法」（JIS C 6960）が存在する。本 JISは、ルーター及びス

イッチが特定エネルギー消費機器として 2009 年に指定され、目標基準値が策定されたことに伴い、2012

年に制定された規格である。その後、ネットワーク機器は著しい進歩を遂げており、IEEE 802.3an

（10GBASE-T）、IEEE 802.3bz（5GBASE-T及び 2.5GBASE-T）、IEEE 802.11ax等の有線及び無線ネッ

トワークにおける高速インターフェースを持つ製品が相次いで市場に投入されつつある。これらの新しい

技術及び製品に対応した規格とすること、また国際協調の取れた測定とすることを目的として、JIS C 6960

は 2022 年に改正された。ボックス型 L2 スイッチについては、実態の使用状況に則した測定とすべく、最

大負荷、通常負荷、無負荷の３種類の測定負荷条件の出現頻度に応じた加重平均に基づきエネルギー

消費効率を算定する点が、主な変更点として挙げられる。 
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2. 小売事業者表示制度に関する調査等 

2.1 家庭用エアコンに関する審議会資料案等の作成 

トップランナー制度において家庭用エアコンに係る新たな目標基準値等が策定されたことを受けて、小

売事業者表示制度における家庭用エアコンの多段階評価基準の検討を行った。また、表示について定

める家庭用品品質表示法（以下「家表法」という。）に関して検討を行った。 

 

2.1.1 多段階評価点算定式の検討手順 

小売事業者表示判断基準 WG 取りまとめ（令和 2 年 9 月 1 日）において定められた多段階評価基準

の設計方法の原則に基づき、市場に供給されている製品情報を用いて、家庭用エアコンの多段階評価

点の算定式を検討した。 

 

図 2-1 多段階評価基準の設計方法の原則 
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図 2-2 家庭用エアコンの多段階評価点及び機種数の分布 

 

2.1.3 家庭用品品質表示法について 

家庭用エアコンの表示については、省エネ法では規定しておらず、家表法において規定している。ここ

で、家表法では、図 2-3に示すように、家庭用エアコンの表示事項及び遵守事項を規定している。 

 

 
図 2-3 家表法におけるエアコンに係る表示事項及び遵守事項 

 

トップランナー制度において家庭用エアコンに係る新たな目標基準値等が策定されたことを受けて、家

庭用品の品質に関する表示内容等について定める家庭用品品質表示法に関して、電気機械器具品質

表示規程の告示案の検討を行った。これまでの規定との変更点は、新たな目標基準値で区分設定され

た寒冷地仕様の追加や寸法規定の削除等の更新を行った点、JIS 規格の引用に JIS 改正年を追加（「JIS 

C 9612」から「JIS C 9612：2013」に更新）した点が挙げられる。規定については令和 5年 1月 1日に施行

された。 

 

  

【主な表示事項の内容】
一 冷房能力
二 区分名
三 冷房消費電力
四 暖房能力
五 暖房消費電力
六 通年エネルギー消費効率
七 使用上の注意

【主な遵守事項の内容】
一 冷房能力又は暖房能力の表示方法
二 区分名の表示方法
三 冷房消費電力又は暖房消費電力の表示方法
四 通年エネルギー消費効率の表示方法
五 使用上の注意の表示方法
六 表示した者の氏名又は名称
七 表示箇所

表示事項の例
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2.2 家庭用エアコンの制度改正に関するコンテンツ作成及び周知等の実施 

改正された家庭用エアコンの小売事業者表示制度（統一省エネラベル）について、小売事業者や消費

者への周知を目的に、「表示促進資料」及び「製品選択資料」の 2種類の資料を作成し、資源エネルギー

庁のウェブサイトへの公開の他、大手家電量販事業者への配布を行った。 

また、家電販売店等の販売部門管理者や販売員等向けの学習教材である「省エネ法に基づくラベリン

グ制度の理解と活用」についても、同様の更新を行った。 

 

2.2.1 表示促進用資料の作成 

（1） 目的 

本資料は、改正された家庭用エアコンの統一省エネラベルに関する情報を分かりやすく示し、小売事

業者に対して、新ラベルの表示や、旧ラベルから新ラベルへの貼り替えを促すことを目的として作成した。

また、各店舗におけるラベル表示は本部の指示で行われていることを踏まえ、主な対象者は「本部」とし

た。新旧ラベルの違いを明示し、本部が店舗に対して新ラベルの表示を指示する際に配布できる資料と

して作成した。 
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（2） 内容と構成 

本資料の構成は、A4 判両面のチラシとした。表面では、新旧のラベル画像を並べて配置し、デザイン

が変更されたことを明示した。また、旧ラベルの継続表示が消費者に誤った省エネ性能を伝えてしまう可

能性について具体的に例示した（図 2-4 参照）。裏面には、家庭用エアコンの新しい統一省エネラベル

を理解し活用してもらうための解説と補足情報を記載した（表 2-2参照）。 

 

図 2-4 家庭用エアコンの省エネラベルに係る表示促進用資料 

 

表 2-2 家庭用エアコンの省エネラベルに係る裏面の主な掲載項目 

・新しい省エネ性能の評価（多段階評価点及び★の数） 

・★の数と APFの関係 

・ミニラベル画像 

・新しい省エネ基準（「寸法規定」「寸法フリー」の区分なし、「寒冷地

仕様」区分の新設） 

・年間の目安電気料金の算出条件及び地域別の補正方法 

・寒冷地仕様のラベルの画像と説明 

 

  

 （表面） （裏面） 
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（3） 公開時期と公開方法 

本資料は、家庭用エアコンの小売事業者表示制度に関する改正告示の公布に合わせて、資源エネル

ギー庁の「省エネポータルサイト」内の「事業者向け省エネ関連情報・エネルギー消費機器の小売事業者

等の省エネ法規制」＊に公開された。また、大手家電量販事業者に対し、資源エネルギー庁より「省エネ

ポータルサイト」への公開通知とともにメール添付にて配布された。 

＊https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/retail/ 

 

2.2.2 製品選択用資料の作成 

（1） 目的 

本資料は、店舗のエアコン売り場の近くに配架され、消費者が製品を選ぶ時の参考にすること、また店

舗の販売員が接客時の説明資料として使用することを目的に作成した。 

 

（2） 内容と構成 

本資料の構成は、A4判両面のチラシとした。 

表面には新ラベル画像を掲載し、製品選択時に確認してほしい 3 つのポイント（★の数・点数、省エネ

基準の達成率、年間の目安電気料金）を示した。また、統一省エネラベルを活用したエアコン選びを実践

しやすくする、3つのステップを記載した。 

・ステップ 1：使用する部屋に合う［冷房能力］のエアコンを選ぶ 

・ステップ 2：［★の数］の多いエアコンを選ぶ 

・ステップ 3：［年間の目安電気料金］の小さいエアコンを選ぶ 

さらに、消費者の関心をより高めるため、ナッジの手法の一つである「損を強調する」表現を参考に、★

の数の違いにより年間の目安電気料金に差が出ることを、「年間○円多く支払うことになる」といった表現

を用いて説明した（図 2-5参照）。 

裏面は「表示促進用資料」の裏面と同じ内容とした。 

なお、有用な資料とするため、大手家電販売店の本部及び店舗の従業員を対象に、資料案に対する

アンケート調査を実施した。（アンケート調査概要については 2.2.3を参照）。 
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図 2-5 家庭用エアコンの省エネラベルに係る製品選択用資料 

 

（3） 公開時期と公開方法 

本資料は、家庭用エアコンの小売事業者表示制度に関する改正告示の施行に合わせて、資源エネル

ギー庁の「省エネポータルサイト」内の「事業者向け省エネ関連情報・エネルギー消費機器の小売事業者

等の省エネ法規制」＊に公開した。また、大手家電量販事業者に対し、「省エネポータルサイト」への公開

を通知した。 

＊https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/retail/ 

 

  

 （表面） （裏面） 
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2.2.3 アンケート調査の実施と結果 

（1） 目的 

「製品選択用資料」については、大手家電販売店の本部及び店舗の従業員へのアンケート調査を行

い、見やすいか、情報の過不足はないか、消費者にわかりやすいか、販売員がお客様に説明しやすいか

等について回答を求めた。 

具体性のある回答が得られるよう、表面については比較可能な 2 種類の案を作成した。案 1 よりも案 2

の方が「統一省エネラベルを使ったエアコンの選び方」部分の説明が詳細である等、主に情報量に違い

を設けた。また裏面は 1種類とした。 

 

（表面：案１） 

 

（表面：案２） 

 

（裏面） 

 

図 2-6 アンケート調査用の製品選択用資料 
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2.1 消費者に説明しにくい

内容や用語はあるか 

・説明しにくい内容や用語はない（7件） 

・説明しにくい内容や用語がある（1件：「寒冷地」） 

3.その他コメント（表面） 

 ・省エネラベルは購入前に必ず確認してほしいので、チラシ上部

にある文言は、「エアコン選びに迷ったら」よりも、「エアコン選び

の必須項目！」や「エアコン選ぶ前に必ずチェック！」等のほう

がよいと思う。 

 ・掲載しているラベル画像を、省エネ基準達成率が 100％を超えて

いるものにした方が、視覚効果やアンカリング効果があると思う。 

4.消費者への説明のしやすさ（裏面） 

4.1 消費者に説明する際に

分かりにくいと思う部分 

・「APF」や「寸法フリー」等は消費者には理解できないため「詳しく

は係員までおたずね下さい」という文章が必要だと思う。 

・★と多段階評価点の対応表よりも、APF と多段階評価点の対応

を示した方がよいと思う。 

4.2 追加で記載してほしい

情報 

・年間の目安電気料金の算定に使用されている電力料金単価が

変更される可能性があるため、チラシがいつの情報に基づいて

いるかを記載した方がよいと思う。 

5.その他コメント（裏面） 

 ・新しい省エネ基準の策定によって各製品の省エネ基準達成率が

変わることの例示があった方よいと思う。 

6.チラシ以外の販促物 

6.1 チラシ以外に利用した

い販促物 

・ポスター（5件） 

・POP（1件） 

・ウェブサイト用のバナー（1件） 
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（3） 公開時期と公開方法 

更新した「テキスト」は、令和 4 年 10 月に資源エネルギー庁の「省エネポータルサイト」内の「事業者向

け省エネ関連情報・エネルギー消費機器の小売事業者等の省エネ法規制」*に公開された。 

＊https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/retail/ 

 

2.3 ラベリング制度に関する課題の整理及び効果的な制度運用方法等に関する検討 

2.3.1 調査目的 

小売事業者表示判断基準ワーキンググループ取りまとめ（2020 年 9 月）において、多段階評価の評価

方法変更（評価指標のエネルギー消費効率への変更、評価点の細分化等）、統一省エネラベルのデザ

イン変更（統一省エネラベルのミニラベルの新設等）等に係る提言がなされたことを受けて、小売事業者

表示制度では、2020年 11月、2021年 8月、2022年 9月の告示改正において、各対象機器に係る具体

的な表示事項等の見直しが行われたところである。 

新たなラベルに基づく本制度の普及によって、省エネ性能の優れた機器の選択を促すために、令和 3

年度調査においては、小売事業者における本制度の活用実態調査（アンケート調査）、消費者に対する

表示効果検証等を実施した。本調査によって得られた、統一省エネラベル活用上の課題及び課題の要

因（仮説含む）、課題に対する対応策を、それぞれ表 2-7、表 2-8 に示す（詳細は令和 3 年度調査報告

書参照）。 

今年度はこれらの課題及び対応策を出発点として、机上での追加的な検討に加え、家電量販店及び

EC サイト事業者に対するヒアリング調査等を行うことにより、仮説検証・原因分析を行った。その上で、ラ

ベリング制度の普及及び円滑な制度運営のために必要な措置等、実現可能性や政策効果等を検討した。 

 

3-3. 統一省エネラベルの対象機器と表示

内容 

・エアコンの新ラベル表示についての移行期間を記載。 

3-4. エアコンの統一省エネラベル ・新ラベルについての内容に変更。 

5-6. 「しんきゅうさん」の使い方 ・「今お使いの製品」の購入年を 2012 年として試算した

結果に変更。 

6-1. Q&A ・エアコンの省エネラベル、統一省エネラベルに関する

QAを追加・更新。 

（省エネ基準の区分、年間目安エネルギー料金の計算

前提（使用時間、地域）、寒冷地仕様のラベル） 

6-2. 例題① ・エアコンに関する例題を新規作成。 
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・ 【家電量販店 B】プライスデータの精査のために省エネ型製品情報サイトのデータ

と突合しようとしたが、例えば JANコードが抜けていたり、多段階評価点が抜けてい

たり、量販店向けオリジナル製品の登録も網羅的でなかったりして省エネ型製品情

報サイトの情報だけでは精査ができなかった。 

・ 【家電量販店B】製品情報の掲載と製品発売のタイミングとの間にどの程度のタイム

ラグがあるのか分からない。 

 

1点目、「ネットショッピングモールにおけるラベル表示有無のばらつき」については、ECサイト側から特

にラベル表示に関するストア側に対して指示は出しておらず、ストアの裁量に任せている状況であること

が分かった。また、掲載する商品説明用のデータ項目（画像、価格情報等）についても EC サイト側では

指定しておらず、特にストア側からラベル表示の枠を設けてほしいといった要望は挙がってきていないと

のことであった。 

ECサイト側で出来る協力として、全ストアに提供し利用されている出品ページ作成・注文管理ツール上

のお知らせ用のページを利用して、全ストアに対する一括周知に利用可能なお知らせ機能が存在するが、

周知内容は身体、財産的被害が生じる懸念が確認された場合等、迅速性を要する案内を指導的位置付

けとして行うものに限られる。例えば家電の取扱い実績のあるストア等一定条件に合致するストアに限定

した通知には現システムでは対応しておらず、改修にコストと手間がかかる状況である旨も示された。その

他、システム上で省エネ性能の検索機能をラベル表示に対応したものに改修することも一案と考えられる

が、改修項目の優先順位はユーザーニーズや法改正での法令違反対応といった影響の大きさ次第であ

り、現時点でユーザー及びストアニーズが生じていないため関係部署と調整して改修を行う状況には至っ

ていない。 

なお、照明器具については消費電力や固有エネルギー消費効率、冷蔵庫、エアコンについては段階

評価（★による 5 段階評価）による検索機能がシステム上設けられている。ただし、具体的な表示の取組

は出品ストアに委ねており、EC サイト側からは取組を義務付けてはいない。対象商品が限定的である理

由は、これらの商品についての省エネ性はユーザーにとってニーズが高いためであり、「★による 5 段階

評価」から「1.0 から 5.0 までの 0.1 刻みの評価」へと細分化の反映がされていないのは、ストアで当該評

価が購買行動に結びついていないためと推察しており、今後の更新については、ユーザーニーズと EC

サイト運営者側の負担を加味して判断されるものとしている。 

2 点目、「新旧ラベルの混在」については、ヒアリング先の事業者においてはエアコン、テレビ共に新ラ

ベルに対応しており、製品に関連するデータが揃い、期間を十分に確保すれば、差し替え自体は大変で

はないとの回答であった。 

3 点目、「事業者側のラベル理解に対する姿勢の低さ」については、社員全員に課す昇進のための資

格試験の中で省エネ関連の問いを出しており、これに関連する教育教材を作成し従業員へ提供している

事業者もいるものの、店頭での消費者や店舗からは新たな統一省エネラベルの扱いについて困ったとの

声もあがってきていないため、意識付けに関する教育の優先度も低い状況であるとのことであった。 

4 点目、「省エネ型製品情報サイト利用率の低さ」については、サイトをうまく活用しきれていない要因と

して登録製品及び製品情報の網羅性や上市前における製品情報登録の迅速性がないといった理由が

挙げられた。家電量販店 A では、ラベルフォーマットは AI データとして直接省エネ型製品情報サイト運

営事業者から取得し、製品情報はメーカーから直接取得し、両者を当社システムに取り込んだ上でラベ





 

46 

家電量販店においては、これらの施策はラベル認知にもつながっているため、自治体や国と連携した

販促を進めて行きたいといった前向きな意見があったが、自治体、国それぞれの補助事業において表 

2-12 のような課題も挙げられているところである。具体的には、自治体であれば本社への施策に係る情

報の一本化、国であれば申請期限の明確化といった点が挙げられている。他方、EC サイトにおいては、

購入者やストアの所在地が明確でないため利用は難しく、活用するとしてもネット取引と相性の良い汎用

性の高いポイント等の仕組みで消費者に還元ができればよいと考えている。 

その他、正しくラベリング制度が運用されているか、家電アドバイザ―等の省エネ推進説明に係る責任

者を配置しているかといった点を義務付けている自治体もあり、担当者が店舗調査に来るケースがあるこ

とや、省エネラベルの表示項目として電気代に係る情報の充実化、小売事業者の手間削減としてカタロ

グベースで製品ごとに二次元コードを付与する案等の意見が挙げられている。 

 

（2） 省エネ型製品情報サイトアクセス解析調査 

アクセス解析の結果は図 2-8～図 2-11 の通りであり、エアコンの製品検索ページのアクセス数の推

移については製品掲載日（図 2-12）との関係が見られた。各ページの変動要因に関する考察は以下の

通り。なお、2022 年の夏から秋に掲載が伸びている点は、小売事業者表示制度への対応に伴う早期の

新基準データの登録による影響である旨も確認されている。アクセス主体については判別できないため、

精緻に活用実態を把握することは不可能ではあるが、ヒアリング調査より小売事業者側で活用が進んで

いないことを考えると、主なアクセス主体は製品事業者ではないかと考えられる。 

⚫ 2022 年 2 月以降のサイト全体の伸びは、エアコンの製品検索アクセス数の増加に伴い伸びて

いる。なお、昨今の電力価格高騰に伴う省エネ意識の高まりもサイト全体の伸びの背景要因とし

て考えられる。 

⚫ エアコンの製品検索ページへの掲載日とアクセス数の増加には関係があり（2021年は 2～4月、

2022 年は例年と異なり夏から秋にかけての掲載が増えており、その傾向とアクセス数のトレンド

が一致）、またエアコン多段階評価への移行（2022 年 9 月）の直前あたりからエアコンの製品検

索アクセス数は伸びている。 

⚫ エアコンミニラベル創設（2022 年 9 月）の直前あたりからミニラベルページへのアクセスが増えて

いる。 

 

アクセス数の増減主体は明確でないものの、当該サイトの活用を促す上では、製造事業者向けにはア

クセス数が増えるタイミング（機器別の製品販売時期特性を踏まえた製品情報掲載時期）で、ラベル表示

に必要な情報を網羅的かつタイムリーに更新する旨の情報介在を試みることや、小売事業者向けにはそ

の少し後のタイミングで情報が更新されているため活用頂きたい旨の情報介在を試みること等が考えられ

る。 
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図 2-7 省エネ型製品情報サイトトップページと解析対象ページ（赤枠） 
出所）資源エネルギー庁 省エネ型製品情報サイト https://seihinjyoho.go.jp/ 

 

 

図 2-8 アクセス解析（サイト全体（セッション数、PV 数）） 

 



 

48 

 

図 2-9 アクセス解析（製品検索（エアコン、テレビ、照明器具）） 

 

 

図 2-10 アクセス解析（個別ラベル作成、ミニラベルダウンロード） 

 

 

図 2-11 アクセス解析（省エネ性能カタログ、温水機器換算アプリ） 
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図 2-12 エアコン製品検索ページにおける年度・月別製品掲載数 

 

なお、サイト全体のアクセス数（PV 数）については、エアコン製品検索ページのアクセス数と見比べて

みても、サイト全体の PV数の変化量は約 27,000（8月 56,365⇒10 月 83,850）に対して、エアコン製品検

索ページは約 4,000（8 月 22,564⇒10 月 27,010）であり、エアコン製品検索ページの寄与度は 1/6 程度

に過ぎない。本調査では、サイトのうち小売表示制度の運用に係る一部のページに係る分析を目的とし

ており、サイト全体のトレンドの要因を分析する上では、他のページも含めて追加的な分析が必要である

点には留意が必要である。 

 

2.3.4 効果的な制度運用方法等に関する検討 

本調査ではラベリング制度活用上の課題のうち、特に小売事業者側の実態やラベル作成における「省

エネ型製品情報サイト」のアクセス状況の実態について調査を行った。 

特に小売事業者の省エネ型製品情報サイトの利用率を高める上では、登録製品及び製品情報の網羅

性や上市前における製品情報登録の迅速性といった点が課題であることが挙げられる。このため、サイト

掲載における必要項目の周知やサイト内の情報公開日を事前に設定できる機能の活用を促進する等、

製造事業者等への意識啓発や働きかけが重要と考えられる。その上で新製品発売より例えば 2 週間程

度前にサイトに情報がアップされた旨を家電量販店に周知することでサイト活用がより活性化するものと

考える。 

加えて省エネ型製品情報サイト上に「国や自治体の補助事業」を統一的に掲載することで、本サイトを

見れば網羅的に補助事業の情報が把握できるようになり、家電量販店における活用機会が増えるのでは

ないかと考える。 

また、ECサイトにおいては、ラベル表示項目の反映やストア側への表示の取組に係る協力依頼を可能

とするシステム改修をできるかが論点であるが、システム改修を行う上では EC サイト事業者側における費

用対効果の観点からは、消費者及びストア側のラベル活用ニーズを高める必要がある。まずは消費者へ

のラベル訴求力を高める施策（訴求力の高い表示項目の取捨選択や効果的な見せ方、認知度向上等）

を検討、実行することで ECサイト側のラベル活用を活性化できるのではないかと考える。 

引き続き各ステークホルダの立場から効率的にラベル活用の取組が進むような施策の検討が求められ

る。 
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